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１ 業務内容 

⑴ 業務の範囲 

  事業者は、現在の公園照明灯設置状況を踏まえ、豊橋市（以下「本市」という。）と合

意した内容で、LED化事業として自ら行った提案を基に委託業務契約を締結する。委託業務

の業務期間内においては、募集の趣旨の目的達成のため整備する照明施設（以下「整備設

備」という。）を善良なる注意義務をもって整備・維持管理するとともに、自らの費用負

担により以下の各種サービスを提供するものとする。 

ア 現地調査 

イ 電力契約の照合・申込 

ウ 整備設備の設置計画・施工・施工管理 

エ 既存照明施設の撤去・リサイクル・廃棄処分 

オ 照明施設管理プレート（ステッカー）の設置 

カ 照明施設の維持管理 

キ 照明施設管理用のデータ作成、更新及び維持 

ク 省エネルギー量の計測・検証 

⑵ 公園照明灯設置状況 

  ア 既存公園照明灯数（カッコ内は委託業務サービス期間前にLED照明灯に更新する灯具の

数） 

① 公園照明灯 1,879灯（1,388灯） 

  イ 既存公園照明灯の標準図 

別紙（図１）による 

 

２ 事業者が行う業務範囲 

⑴ 現地調査 

ア 既存照明施設の位置調査（所在地、引込柱など施工や設備維持管理上必要となる各種

情報の調査） 

イ 既存照明施設の設備調査（灯具の種類、Ｗ数、遮光板の有無、アダプタの要・不要

等） 

  ウ 調査報告書の提出 

※ 照明灯の支柱は本事業の対象外だが、調査時に支柱に倒壊の恐れのある劣化等があ

った場合は本市に報告する。 

 

⑵ 電力契約の照合・申込 

 ア 電力会社との緊密な連携のもと既存照明施設に係わる電力契約の調査照合及び現地調

査結果の突合 

イ 電力契約と既存照明施設との相違の把握・整合（照明施設があって電力契約がないも

の、電力契約があって照明施設がないものを選別し、電力会社及び本市と密な協議を行

い、両者の整合を図る。） 

ウ 既存照明施設のLED化に伴う契約変更及び現地調査等で把握した契約相違に関わる契約

変更の申込み 

エ 電力契約の突合調査結果及び申込完了報告書の提出 
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⑶ 整備設備の設置に関わる計画・施工・施工管理 

ア 「３ 公園照明灯の仕様」を満足する整備設備の設置を計画する。 

イ 関係機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、下記について十分に留意して施工計画

を策定し、施工及び施工管理を実施する。 

① 本事業のメリットを最大限に享受できること 

② 近隣住民や公園利用者に配慮すること 

③ 作業者の安全と作業負担に十分配慮すること 

ウ 施工完了時には報告書を提出する。 

⑷ 既存照明施設の撤去・リサイクル及び廃棄処分 

ア 施設の撤去に際しては、撤去設備（灯具本体、グローブ、専用柱アーム等）について

環境保護の観点から再生利用を考慮し、関係機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、

リサイクル及び廃棄処分の具体的な方法について施工計画に記載し、本市の承認を受け

て行う。 

イ 撤去材の処分に際しては、マニフェスト管理とし本市に報告する。 

⑸ 照明施設管理プレート（ステッカー）の設置 

ア 管理番号及び受付の連絡先を表記した管理プレート若しくはステッカーを、視認しや

すい箇所に設置する。 

  イ 管理番号は、既存の管理番号を継続して使用すること。また、管理番号が無い場合

は、新たに管理番号を付与すること。 

ウ 管理プレート（ステッカー）の材質は、紫外線などへの耐候性能があり、錆の発生の

ないものとし、文字は劣化しにくく視認が容易なものとする。 

エ 新設または移管を受けた照明施設についても、整備設備と同様の管理プレート（ステ

ッカー）を設置する。 

オ 既存の管理番号プレート（ステッカー）については残すものとする。 

⑹ 照明施設の維持管理 

ア サービス期間内における維持管理の対象施設は次のとおりとする。 

① 整備設備 

② 既存LED照明灯 

③ 業務期間中に本市に移管された照明施設及び本市工事で設置した照明施設 

イ 維持管理期間中における整備設備（自動点滅器を含む）の不具合への対応については

修繕費を計上し、事業費に含める。 

ウ 事業者は委託業務サービス期間前に更新する整備設備のほかに、維持管理期間中に必

要な費用として、下記に相当する費用を事業費に含めるものとする。 

① 既存LED照明灯と、業務期間中に公園緑地課に移管される照明施設及び公園緑地課が

設置した照明施設の修繕費として公園灯（水銀灯200W相当）100灯の灯具更新費用 

② 業務期間中に公園緑地課に移管される照明施設及び業務期間中に公園緑地課が設置

した照明施設に管理プレート(ステッカー)を設置し管理登録を行う費用（業務期間

中に40灯） 

  エ 上記ウについて、数量に変動があった場合は本市と事業者が協議の上、業務最終年度

に精算することとする。 

オ 事業者は、本市又は市民等から受付けた不点灯等の連絡を基に現地を調査し修繕を行

う。受付時間は土日祝日を除く午前8時から午後6時を基準とする。なお、外部から連絡
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を受けた場合は、修繕前に本市へ情報提供するものとし、対象が既存LED照明施設である

場合は、本市の指示を受けて修繕すること。 

修繕等の作業については、連絡を受けた日から起算して、原則５営業日以内に調査等

の対応を実施するものとする。 

  カ 修繕費用の負担者はその損害の原因により、次のとおりとする。なお、これにより難

い場合は、本市と事業者が協議し取り決めるものとする。 

① 事業者が費用を負担する場合 

ａ 整備設備の製品としての不具合によるもの 

ｂ 整備設備導入時及び業務期間中の、事業者による施工不良が原因の故障又は破損 

ｃ 火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、いたずら、破壊行為、台風等による洪

水、高潮、土砂崩れ等の水害、車両の接触や衝突、電気的又は機械的事故など、

偶然、外来、かつ急激な事故によって生じた障害 

② 本市が費用を負担する場合 

ａ 本市又は清掃・近接樹木の伐採など本市の依頼作業による作業者の責めにて発生

した損害 

ｂ 地震、噴火及びこれらに起因する津波による損害 

ｃ 戦争、暴動・変乱による損害 

ｄ その他前項以外で、事業者の責めに因らない損害 

キ 事業者は、照明施設に関する更新・撤去・移設などの結果を受付け、照明施設管理用

データ（(7)に記載のデータ）を更新することとする。また、上記オの修繕結果について

も同様とする。 

ク 事業者は、維持管理対象施設の修繕の実施結果及び整備設備の維持管理状況を毎月デ

ータにて本市に報告するとともに４半期ごとに打ち合わせを行うこととする。本市は維

持管理が計画通りでない、又は不十分であると認められるときは事業者に対して必要な

措置を命ずる場合がある。 

 また、維持管理業務の中で、公園照明灯の劣化等不具合を発見した場合は、その緊急

度を示し、速やかに本市へ報告すること。 

  ケ 事業者は、整備設備に起因し第三者損害が発生した場合、本市に報告の上、損害賠償

を行う。 

コ 事業者は、第三者賠償責任保険に自己の負担で加入し、事業費の中に費用計上するこ

と。ただし、加入する種類内容は本市と協議の上定めるものとする。（概ね対人１事故

１億円、対物：１事故300万円程度） 

⑺ 照明施設管理用のデータ作成、更新及び維持 

ア 本市が持つ地図情報システムへの搭載を前提として、世界測地系データに基づくデジ

タルマップに、現地調査や整合の結果を反映させた上で、照明施設の把握、管理及びデ

ータの更新が容易に可能な照明施設管理システム用データ（Shapeデータ等）を本市へ納

入する。 

なお、対象は移管照明施設を含む全ての照明施設とし、管理システム上で管理する必

要項目は次のとおりとする。 

① 管理番号 

② 位置情報（公園名） 

③ 灯具仕様（灯具種別、メーカー、形式、ワット数） 

④ 電力契約情報（営業所名（店所番号）、契約名義、契約番号、契約種別、契約容
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量、契約灯数） 

⑤ 設置年月日及び施工者名 

⑥ 修繕及び移設等記録（作業年月日、作業内容、施工業者名等） 

⑦ 写真（支柱等を含めた全景、灯具近景、管理プレート（ステッカー）） 

⑧ その他 

※ 管理項目を追加する場合があるため、詳細については別途協議すること。 

イ 業務期間中における最新の情報を反映させた更新データを本市の指定する形式で本市

に毎年度報告及び納入を行う。（更新データの納品は年１回以上とする） 

⑻ 省エネルギー量の計測・検証 

ア 事業者は、提案により示した電気料金削減想定額が確実に守られていることを証明す

るための適切な検証手法を本市に提示し、業務期間中において、委託業務サービス導入

によるコスト削減効果の検証を行うものとする。 

イ 事業者は、上記アの検証の結果及び修理・交換等の記録を、毎年本市に報告し、本市

は当該報告の内容を確認する。 

⑼ その他、業務上の注意事項 

ア 事業者は、整備設備の設置工事及び維持管理において、可能な限り市内の電気事業者

を活用し、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。ただし、これにより予定

期間内での整備設備の設置完了が見込めない事象等が予測できた場合には、本市と協議

するものとする。 

イ 専用柱の建替え、修繕等により、事業者以外の者が整備設備を取り外し、再度取り付

ける必要がある場合は、工事を実施する者の責任においてこれを行うものとする。この

場合、本市は事前に事業者に連絡し、事業者は必要な協力を行う。なお、取り付け後の

整備設備については、事業者が引き続き管理するものとする。 

ウ 整備設備は、委託業務サービス終了後に本市に無償で譲渡する。なお、業務期間中の

整備設備の所有権は事業者（グループ）内のいずれかの者が所有していること。 

 

３ 公園照明灯の仕様 

⑴ 基本事項 

  ア 灯具は、本事業の仕様に該当するLED照明灯具の製造実績が10年以上の製造業者のもの

を使用すること。なお、使用するのは国内用に製造されたものに限り、海外メーカーの

OEM製品は認めない。 

※ ここで言う海外メーカーの OEM 製品とは、下記の項目に該当し、その状態で灯具と

しての機能を全部もしくは一部を有するものであり、灯具を構成する部品単位を海

外メーカーから調達することを禁止するものではない。 

・海外メーカーにより設計された製品 

・海外メーカーの仕様・設計に基づき、海外または国内で製造された製品 

・海外メーカーで製造され、それが製造された時点で、灯具としての機能を全部

もしくは一部有する状態で調達した製品 

・海外メーカーで製造されたものに、自社メーカー名を貼付けした製品 

  イ 電気設備に関する技術基準を定める省令、日本工業規格（JIS）などの関係法令を遵守

すること。 

ウ 灯具は、通常の使用方法において、LEDの定格寿命（光束維持率が、70％未満になるま

での時間）が60,000時間以上であることとし、常に安全な使用が可能であること。 

  LED化については、汎用品灯具を用いて灯具ごと交換を実施することを原則とする。但
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し汎用品灯具への交換ができない場合は、灯具を製作するか、既設灯具を利用し、LED電

球に交換するものとする。LED電球の性能等については定格寿命40,000時間以上（光束維

持率が70％）とする。 

  エ 灯具の選定にあたっては、水銀灯200W相当の照度を確保できるものとすること。 

  オ 製品の製造業者は、ISO9001認証を取得していること。 

カ 製品に形式・ロットナンバーが明記され、製品の管理がされていること。 

キ 製品に使用されているLEDチップは、製造業者を明確にできること。 

ク フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策をしていること。 

ケ 自動点滅器は電子式とすること。 

コ 既存公園照明灯に遮光板等が設置されていた場合はルーバ等を設置する等の対策をす

ること。 

⑵ 灯具の仕様 

ア 入力電圧は、100V/200V に対応できること。 

イ 防塵・防水性能は、従来の防雨型に相当するIP23 以上とすること。 

ウ 既設ポールに取り付けが可能であること。 

エ LED モジュール制御装置が器具内若しくはポール内に収容できる構造であること。 

オ 落雷による故障を低減するために、耐雷サージ機能（コモンモード 15kV 以上、ノー

マルモード 2kV 以上）を有していること。 

カ 公園灯の支柱更新の際、取付け部の向き変更及び径の変更に対応可能、又は別途アダ

プタを取り付けることで対応できる製品であること。 

⑶ 光源色 

ア 本事業において設置する照明の光源色は、原則として昼光色（白色）とする。 

イ 街並み景観等の関係上、昼光色（白色）に馴染まないもの、また、その他の理由によ

り昼光色以外の光源色にすべきものについては、既存の光源色を参考に本市と協議を行

うものとする。 

 

４ 施工計画 

⑴ 施工計画の作成 

ア 事業者は、契約後、施工計画を速やかに作成し、本市と調整を図ること。施工計画

は、下記及び⑵の優先順位並びに⑶の施工期間を考慮して作成すること。なお、現地調

査後の具体的な実施に際しては着手前に本市と協議すること。 

① 取り外した灯具の取り扱いについて本市が指定した場合は、それに従うこと。 

② 施工に係る契約不適合については契約に基づき、事業者の責任とすること。 

⑵ 施工の優先順位 

ア 施工計画及び実施においては、下記の箇所を優先することとし、灯具の納入状況によ

り本誌と事業者が協議し計画することとする。 

① 現地調査の結果、LED化による電気料金の削減効果がより高いと見込まれる箇所 

② その他、本市が優先と判断した箇所 

イ 既存照明施設で球切れや故障により不点灯が発生した場合、計画によらず優先的に施

工すること。 

⑶ 施工期間 

ア 施工期間については着手・完了ともに可能な限り早め、令和5年（2023年）3月31日
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（金）までに工事及び電力の申請を完了させること。 

 

５ 業務実施に関する事項 

⑴ 誠実な業務遂行 

ア 事業者は、実施要領、配付資料、自らの行った提案及び契約書に基づく諸条件に沿っ

て、誠実に業務を遂行すること。 

イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議

することとする。 

⑵ 業務期間中の事業者と本市の関わり 

業務は事業者の責めにより遂行され、本市は委託業務契約に定められた方法により、事

業実績状況について確認を行う。 

⑶ 本市と事業者との責任分担 

ア 基本的な考え 

業務提案が達成しないことによる損失は、原則として事業者が負担する。ただし、天

災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、事業者の責めに帰さない合理的な理由があ

る場合は別途協議を行うものとする。 

イ 予測されるリスクと責任分担 

本市と事業者の責任分担は、原則として表１「予想されるリスクと責任分担」（以下

｢分担表｣という。）によることとし、事業者は負担すべきリスクを想定した上で業務提

案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を

行うものとする。 

ウ 契約の締結が困難となった場合における措置  

詳細協議実施後に契約の締結が困難になった場合は、以下の措置を講ずるものとする。  

① 提案書との内容が大きく乖離した場合など、契約候補者の責めにより契約できない場

合は、本市は契約候補者から、それまでに要した費用を請求することができるものと

する。  

② 本市の責めにより事業が中止された場合は、事業者はそれまでに要した金額を上限

に、本市と協議の上、合意した金額を請求できるものとする。なお、契約後に事業の

継続が困難となった場合の措置については、変更契約書において定めるものとする。 
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表１ 予想されるリスクと責任分担 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

本市 事業者 

共
通 

実施要領の誤り 実施要領の記載事項に重大な誤りのあるもの ○  

効果保証の未達 業務提案が達成できない場合  ○ 

安全性の確保 設計・工事・維持管理における安全性の確保  ○ 

環境の保全 設計・工事・維持管理における環境の保全  ○ 

制度の変更 

消費税又は地方税の変更 ○  

消費税又は地方税以外で、全ての者に影響する

税制の変更または新設 
○  

本事業に特別又は類似的に影響を及ぼす税制の

変更または新設 
○  

法令・許認可の変更 ○ ○ 

事業の中止・延期 

本市の指示によるもの ○  

周辺住民等の反対による事業の中止・延期 ○ ○ 

施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの  ○ 

本市の不注意等による建設許可等の遅延による

もの 
○  

事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

計
画
段
階 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価の変動 
急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響

のあるもののみを対象とする） 
○ ○ 

計画変更 
本市の提示条件、指示の誤りによるもの ○  

事業者の指示・判断の誤りによるもの  ○ 

応募コスト 応募コストの負担  ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関すること  ○ 

施
工
段
階 

第三者賠償 
調査・施工・維持管理における第三者への損害

賠償義務 
 ○ 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価の変動 
急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響

のあるもののみを対象とする） 
○ ○ 

立ち入り許可 

合理的な事由に因らない場合であって、必要な

施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未

遂行 

○ ○ 

計画変更 
本市の提示条件、指示の誤りによるもの ○  

事業者の指示・判断の誤りによるもの  ○ 

工事遅延・未完工 

本市の責めによる工事遅延・未完工による引き

渡しの延期 
○  

事業者の責めによる工事遅延・未完工による引

き渡しの遅延 
 ○ 

工事費増大 
本市の指示・承諾による工事費の増大 ○  

事業者の指示・判断によるもの  ○ 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

一時的損害 
引き渡し前に工事目的物に関して生じた損害  ○ 

引き渡し前に工事に起因し施設に生じた損害  ○ 
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用地の確保 資材置き場の確保  ○ 

維
持
管
理
段
階 

物価の変動 
急激なインフレ・デフレ（維持管理費に対して

影響のあるもののみを対象とする） 
○ ○ 

計画変更 

用途の変更等、本市の責めによる事業内容の変

更 
○  

事業者が必要と考える計画変更  ○ 

立ち入り許可 

合理的な事由に因らない場合であって、必要な

施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未

遂行 

○ ○ 

維持管理費の上昇 事業者の責めによる維持管理費用の増大  ○ 

整備設備の損傷 

本市の過失又は本市の施設に起因する整備設備

の損傷 
○  

事業者の故意・過失に起因する整備設備の損傷  ○ 

公共施設損傷 

事業者の故意・過失又は、整備設備に起因する

市有施設・設備の損傷 
 ○ 

不可抗力以外のその他の原因による市有施設・

設備の損傷 
○  

契約不適合 整備設備に関する契約不適合責任  ○ 

不可抗力 
火災・戦争などの不可抗力による整備設備等の

損傷 
○ ○ 

計
測
・
検
証
関
連 

設備不良 整備設備が所定の性能を達成しない場合  ○ 

計測・検証 

計測・検証報告への疑義  ○ 

計測・検証に必要な本市からの情報提供の遅

延・不能 
○  

エネルギーベース

ラインの調整 

機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管

理方法の顕著な変更 
○  

上記以外の変動要因の場合 ○ ○ 

支
払
関
連 

金利の変動 金利の変動  ○ 

支払遅延・不能 

本市の責めによる、支払の遅延・不能によるも

の 
○  

計測・検証報告の遅延により支払を留保する場

合 
 ○ 

保
証
関
連 

性能 

要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

仕様不適合による施設・設備への損害、本市の

施設運営・業務への障害 
 ○ 

 




